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は
じ
め
に

本
書
で
は
、
三
河
国
八
名
郡
半
原
村
（
現
在
の
愛
知
県
新
城
市
富
岡
）
に
あ
っ
た
武
蔵
国
岡
部
藩
半
原
陣
屋
に

詰
め
て
い
た
地
方
役
人
が
書
き
留
め
た
「
御
用
状
留
帳
」
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
近
世
後
期
に
お
け
る
地
方

役
人
と
村
人
の
日
常
を
垣
間
見
つ
つ
、
あ
わ
せ
て
江
戸
屋
敷
と
の
関
係
も
含
め
て
、
小
藩
の
地
方
支
配
を
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

近
世
・
江
戸
時
代
の
「
藩
」
と
い
わ
れ
る
と
、
た
と
え
ば
三
河
の
場
合
、
吉
田
藩
（
豊
橋
）
や
岡
崎
藩
・
挙
母

藩
（
豊
田
）・
刈
谷
藩
・
西
尾
藩
・
田
原
藩
な
ど
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
居
城
が
あ
り
、

所
領
も
そ
の
多
く
が
城
周
辺
の
一
定
範
囲
内
に
あ
り
、
そ
こ
を
ほ
ぼ
一
円
的
に
支
配
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
一
方
で
、
居
城
も
な
く
、
所
領
も
全
国
各
地
に
分
散
し
て
い
て
も
、
石
高
が
合
計
一
万
石
以
上
あ
れ
ば
、

大
名
と
し
て
藩
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
三
河
国
額
田
郡
西
大
平
村
（
現
在
の
岡
崎
市
）
に
西

大
平
陣
屋
を
置
い
て
い
た
旗
本
大
岡
氏
は
、「
大
岡
越
前
」
で
有
名
な
大
岡
忠
相
の
代
に
、
そ
れ
ま
で
の
知
行
石

高
約
六
千
石
に
約
四
千
石
が
加
増
さ
れ
、
一
万
石
以
上
の
大
名
な
り
ま
し
た
。
西
大
平
藩
と
し
て
、
三
河
の
ほ
か

相
模
（
現
在
の
神
奈
川
県
）・
武
蔵
（
現
在
の
埼
玉
県
）・
上
野
（
現
在
の
群
馬
県
）・
下
野
（
現
在
の
栃
木
県
）・

上
総
（
現
在
の
千
葉
県
中
南
部
）
な
ど
の
各
国
に
、
分
散
し
て
所
領
が
あ
り
ま
し
た
。
逆
に
三
河
以
外
の
国
に
多

く
の
所
領
を
も
ち
、
本
拠
と
な
る
陣
屋
も
三
河
国
外
に
置
い
て
い
る
の
で
す
が
、
三
河
国
内
に
も
所
領
を
も
つ
藩

も
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
大
多
喜
藩
は
上
総
国
夷
隅
郡
大
多
喜
村
（
現
在
の
千
葉
県
大
多
喜
町
）
に
陣
屋
を
置

き
、
石
高
は
二
万
石
か
ら
五
万
石
と
時
期
に
よ
っ
て
変
化
し
ま
し
た
が
、
上
総
の
ほ
か
三
河
や
大
和
（
現
在
の
奈

良
県
）
に
も
所
領
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
旗
本
水
野
氏
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
に
約
八
千
石
か
ら
加
増
さ
れ

約
一
万
三
千
石
の
大
名
に
な
り
、
三
河
国
碧
海
郡
と
信
濃
国
（
現
在
の
長
野
県
）
佐
久
郡
に
所
領
を
も
ち
、
三
河
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寛
文
八
年
（
一
六
八
八
）
に
三
河
国
三
千
石
が
、
三
代
信
友
の
代
と
な
っ
た
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
丹
波
国

（
現
在
の
京
都
府
・
兵
庫
県
）
内
に
二
千
石
が
そ
れ
ぞ
れ
加
増
さ
れ
、
約
二
万
二
千
石
と
な
り
ま
し
た
。
信
盛
に

み
る
よ
う
に
代
々
大
番
頭
・
大
坂
城
代
を
勤
め
る
家
柄
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
今
回
対
象
と
す
る
寛
政
三
年
（
一

七
九
一
）
に
お
け
る
藩
主
は
、
八
代
信の
ぶ

享み
ち

で
し
た
。

三
河
国
内
の
所
領
村
々
は
、
寛
永
十
三
年
で
八
名
郡
の
中
宇
利
・
下
宇
利
・
半
原
・
八
名
井
（
以
上
四
ヶ
村
は

現
在
の
新
城
市
）・
養
父
・
御
薗
、
宝
飯
郡
の
江
村
・
鵜
飼
島
（
以
上
四
ヶ
村
は
現
在
の
豊
川
市
一
宮
町
）
の
計

八
ヶ
村
で
し
た
。
寛
文
八
年
に
八
名
郡
の
小
畑
（
幕
府
領
と
の
相
給
、「
相
給
」
と
は
一
つ
の
村
に
複
数
の
領
主

が
存
在
し
て
い
る
形
態
を
い
い
ま
す
。）・
黒
田
・
塩
沢
・
鳥
原
・
庭
野
（
以
上
五
ヶ
村
は
現
在
の
新
城
市
）・
賀
茂
（
現

在
の
豊
橋
市
）
の
計
六
ヶ
村
が
加
増
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
庶
家
に
、
養
父
・
塩
沢
の
一
部
・
鳥
原
・
庭
野
を
分

知
し
た
こ
と
も
あ
り
、
寛
政
三
年
段
階
で
は
、
八
名
郡
の
小
畑
・
中
宇
利
・
下
宇
利
・
半
原
・
黒
田
・
塩
沢
（
分

家
安
部
万
次
郎
家
と
の
相
給
）・
八
名
井
・
御
薗
・
賀
茂
、
宝
飯
郡
の
江
村
・
鵜
飼
島
の
計
十
一
ヶ
村
約
六
千
石

を
支
配
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
小
畑
村
は
吉
田
藩
と
の
相
給
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

◉
―――
岡
部
藩
三
河
国
半
原
陣
屋

冒
頭
の
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
三
河
所
領
を
管
轄
す
る
岡
部
藩
の
陣
屋
は
、
三
河
国
八
名
郡

の
半
原
村
に
あ
り
ま
し
た
。
本
書
で
は
以
下
、こ
の
半
原
陣
屋
の
こ
と
を
単
に
「
陣
屋
」
と
表
記
し
て
い
き
ま
す
。

陣
屋
の
広
さ
は
、
東
西
が
約
五
十
九
間
（
一
〇
六
ｍ
）、
南
北
が
約
四
十
五
間
（
八
一
ｍ
）
で
、
面
積
は
約
八
，

四
二
四
㎡
程
に
な
り
ま
す
。【
図
1
】
は
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
頃
の
も
の
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
長
屋

門
（
大
手
門
）
が
あ
り
、
門
の
付
近
は
土
手
と
堀
で
囲
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
な
り
の
構
え
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
長
屋
門
は
幅
八
間
（
一
四
・
四
ｍ
）・
奥
行
三
間
（
五
・
四
ｍ
）
で
、
両
側
に
座
敷
が
あ
り
、
役
所
を

6

国
碧
海
郡
大
浜
村
（
現
在
の
碧
南
市
）
に
本
拠
陣
屋
を
置
い
て
大
浜
藩
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
安
永
六
年
（
一
七

七
七
）
に
さ
ら
に
二
万
石
を
加
増
さ
れ
駿
河
国
駿
東
郡
沼
津
（
現
在
の
静
岡
県
沼
津
市
）
に
転
封
さ
れ
沼
津
藩
と

な
り
、
所
領
の
多
く
も
駿
河
や
伊
豆
に
所
領
替
え
と
な
り
ま
し
た
が
、
三
河
の
所
領
も
そ
の
ま
ま
残
っ
た
事
例
も

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
所
領
が
分
散
し
て
い
る
小
藩
は
ほ
か
に
も
多
く
あ
り
、
岡
部
藩
も
こ
の
よ
う
な
藩
の
一

つ
で
し
た
。
本
書
で
は
幕
府
領
で
も
な
く
大
藩
で
も
な
い
、
こ
の
よ
う
に
分
散
知
行
形
態
を
採
っ
て
い
る
石
高
が

少
な
い
小
藩
＝
岡
部
藩
の
、
三
河
所
領
支
配
を
中
心
と
し
た
藩
江
戸
屋
敷
と
三
河
半
原
陣
屋
と
そ
の
村
人
た
ち
の

実
態
を
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◉
―――
岡
部
藩
安
部
氏

岡
部
藩
主
の
安あ
ん

部べ

氏
の
祖
は
、
信
濃
国
諏
訪
郡
の
諏
訪
氏
あ
る
い
は
滋し

げ

野の

氏
の
流
れ
を
汲
む
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
安
部
氏
の
家
紋
は
「
丸
の
内
梶
葉
」
や
「
六
連
銭
」
で
す
が
、
前
者
は
諏
訪
明
神
お
よ
び
諏
訪
氏
の
家
紋
と

同
じ
で
あ
り
、
後
者
は
滋
野
氏
の
家
紋
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
両
氏
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。「
安
部
」
を
名
乗
る
の
は
元
眞
の
代
の
頃
と
さ
れ
、
駿
河
国
安
倍
郡
に
あ
る
安
部
谷
を
所
領
と
し
て
支
配

し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
そ
う
で
す
。
は
じ
め
今
川
氏
の
家
臣
で
し
た
が
、
武
田
氏
が
今
川
氏
を
滅
ぼ
し
た
後
は
徳

川
氏
に
従
い
、
初
代
藩
主
と
な
る
信
盛
の
頃
に
は
武
蔵
国
と
下
野
国
内
で
五
千
二
百
五
十
石
余
を
知
行
し
、
武
蔵

国
榛
沢
郡
岡
部
村
（
現
在
の
埼
玉
県
深
谷
市
）
に
陣
屋
を
置
い
て
い
ま
し
た
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ヶ

原
の
戦
い
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
か
ら
の
大
坂
の
陣
な
ど
で
軍
功
を
挙
げ
、
大
番
頭
・
大
坂
城
番
な
ど
を

勤
め
、寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
に
は
三
河
国
に
四
千
石
を
加
増
さ
れ
ま
し
た
。
の
ち
慶
安
二
年
（
一
九
四
九
）

に
も
さ
ら
に
一
万
石
が
加
増
さ
れ
、約
一
万
九
千
二
百
五
十
石
を
領
す
る
大
名
と
な
り
、岡
部
藩
と
称
し
ま
し
た
。

寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
子
の
信
之
が
家
督
を
相
続
す
る
際
に
、弟
二
人
に
千
石
ず
つ
を
分
知
し
て
い
ま
す
が
、
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訪
れ
る
村
役
人
の
控
室
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
役
所
は
幅
六
間
（
一
〇
・
八
ｍ
）・
奥
行
三
間
（
五
・
四
ｍ
）

で
、
三
つ
の
部
屋
が
あ
り
、
中
央
が
い
わ
ゆ
る
「
御
白
洲
」、
左
右
が
役
人
の
執
務
室
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
ほ
か
代
官
の
居
宅
が
二
棟
、
諸
役
人
の
居
宅
も
二
棟
、
陣
屋
内
に
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

陣
屋
役
人
は
代
官
・
手
代
・
下
役
人
・
足
軽
・
中
ち
ゅ
う

間げ
ん

な
ど
か
ら
な
り
、
あ
わ
せ
て
二
十
人
位
が
勤
め
て
い
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
代
官
は
年
に
よ
っ
て
人
数
が
異
な
り
ま
す
が
、
だ
い
た
い
二
・
三
人
で
、
寛
政
三
年
に
お

い
て
は
、
長
谷
川
恒
五
郎
・
橋
本
半
左
衛
門
・
長
谷
川
常
右
衛
門
の
三
人
で
し
た
。
毎
年
「
年
番
」
と
い
う
当
番

＝
陣
屋
責
任
者
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
年
は
橋
本
が
勤
め
て
い
ま
し
た
。
手
代
は
二
・
三
人
、
下
役
が
三
・

四
人
、
そ
の
他
が
足
軽
・
中
間
で
す
が
、
毎
日
勤
め
る
常
勤
者
は
そ
の
半
分
、
十
人
位
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
奉
公
人
や
「
御
用
働
」
と
い
う
者
た
ち
が
陣
屋
に
出
入
り
し
て
い
ま
し
た
。
奉
公
人
は
陣
屋
の
雑

用
を
す
る
者
で
、
掃
除
・
食
事
な
ど
そ
の
仕
事
は
多
種
多
様
で
し
た
。
御
用
働
と
は
、
陣
屋
に
出
入
り
す
る
商
人
・

職
人
な
ど
で
、
陣
屋
に
必
要
な
物
品
を
納
入
し
た
り
、
陣
屋
の
日
常
的
な
点
検
・
補
修
・
保
全
な
ど
も
し
た
り
し

て
い
ま
し
た
。
特
に
陣
屋
の
経
費
な
ど
財
政
を
担
当
す
る
者
は
「
御
金
用
勤
」
と
も
よ
ば
れ
、
陣
屋
へ
お
金
を
貸

し
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。

◉
―――
御
用
状
留
帳
と
は

今
回
こ
こ
で
扱
う
御
用
状
留
帳
と
は
、
江
戸
屋
敷
と
陣
屋
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
た
、
職
務
連
絡
の
た
め

の
往
復
文
書
（
御
用
状
）
を
写
し
置
い
て
い
た
帳
簿
の
こ
と
で
す
。「
高
橋
家
文
書
」
の
中
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、

現
在
は
埼
玉
県
立
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
寛
政
三
年
の
御
用
状
留
帳
に
は
高
橋
家
の
記
載
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
天
保
期
に
高
橋
家
の
忠
右
衛
門
が
陣
屋
役
人
を
勤
め
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
こ
の
御
用
状
留
帳
が
高
橋
家

に
残
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
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②
一
、
こ
れ
よ
り
去
る
七
日
付
一
番
の
御
用
状
、
同
十
三
日
相
達
し
、
御
披
見
下
さ
れ
候
由
。
御
答
と
し
て

仰
せ
聞
さ
れ
候
趣
承
知
い
た
し
、
相
済
み
候
儀
は
文
略
い
た
し
候
。

③
一
、
例
年
の
通
り
、
御
領
中
村
役
人
そ
の
ほ
か
寺
社
の
面
々
、
追
々
御
役
所
へ
罷
り
出
で
、
年
頭
御
祝
儀

申
し
上
げ
候
に
つ
き
、
名
前
帳
一
冊
差
し
進
め
候
と
こ
ろ
、
御
落
手
、
御
年
寄
中
御
覧
に
入
れ
ら
れ
下

さ
れ
候
由
。

（
一
条
省
略
）

　
一
、
旧
冬
例
年
の
通
り
、
御
分
知
御
両
家
様
よ
り
歳
暮
御
祝
儀
金
百
疋
ず
つ
下
さ
れ
候
儀
申
し
進
め
候
と

こ
ろ
、
御
承
知
下
さ
れ
、
御
礼
状
御
届
さ
せ
下
さ
れ
候
由

④
一
、
公
儀
よ
り
仰
せ
出
さ
れ
候
朝
鮮
人
参
作
殖
の
御
書
付
写
一
通
、
中
村
源
五
右
衛
門
殿
御
渡
し
な
さ
れ

候
旨
、
こ
れ
を
遣
わ
さ
れ
、
例
の
ご
と
く
村
々
へ
相
触
れ
申
す
べ
き
旨
。
種
人
参
を
作
殖
心
得
候
者
も

こ
れ
あ
る
村
方
に
出
来
候
得
ば
、
一
同
助
け
に
も
相
な
り
候
間
、
右
様
の
者
も
こ
れ
あ
り
候
は
ば
、
勝

手
次
第
の
事
に
御
座
候
由
仰
せ
聞
か
さ
れ
、
承
知
い
た
し
候
。

　
一
、
旧
冬
積
み
回
し
候
琉
球
表
よ
う
や
く
着
船
し
、
去
る
十
四
日
御
屋
敷
へ
相
届
き
、
御
安
心
な
さ
れ
候

由
。し
か
し
暮
れ
の
御
間
に
合
い
申
さ
ず
、御
残
念
の
由
、遅
着
な
が
ら
無
難
に
て
御
同
慶
存
じ
奉
り
候
。

（
三
条
省
略
）

⑤
一
、
右
は
そ
れ
よ
り
第
二
番
御
用
答
に
御
座
候
。
書
物
御
入
記
の
通
り
、
相
違
な
く
請
け
取
り
申
し
候
。

⑥
一
、
前
書
朝
鮮
人
参
作
殖
御
書
付
写
落
手
い
た
し
、
御
領
中
へ
相
触
れ
申
し
候
。

⑦
一
、
旧
冬
大
積
書
を
も
っ
て
相
伺
い
候
「
下
宇
利
・
八
名
井
・
黒
田
三
ヶ
村
高
札
場
御
修
復
御
入
用
御
勘

定
組
伺
書
」
一
通
、
な
ら
び
に
大
積
書
相
添
え
、
今
便
進
達
い
た
し
候
。
御
落
手
御
加
印
の
上
、
宜
し

く
御
取
り
計
ら
い
下
さ
る
べ
く
候
。
去
る
戌
年
分
伺
い
書
類
、
こ
の
外
相
残
る
品
御
座
な
く
候
。
左
様
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こ
こ
に
写
し
置
か
れ
た
御
用
状
の
差
出
人
は
先
の
陣
屋
役
人
三
人
（
こ
の
う
ち
の
二
人
の
場
合
も
あ
り
ま
す
）

で
、
宛
先
は
江
戸
屋
敷
の
元
締
・
望
月
杢
兵
衛
宛
が
多
く
、
ほ
か
に
も
う
一
人
の
元
締
・
水
原
文
太
夫
と
の
連
名

宛
や
、
水
原
単
独
宛
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
元
締
は
郡
代
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
、
武
蔵
・
下
野
・
三
河
・

摂
津
・
丹
波
な
ど
各
国
の
地
方
所
領
支
配
を
担
当
す
る
役
職
で
す
。
そ
の
仕
事
に
関
す
る
連
絡
の
た
め
、
地
方
の

各
陣
屋
と
江
戸
屋
敷
の
元
締
の
間
で
、
こ
の
よ
う
な
御
用
状
の
往
復
交
換
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
江
戸
屋
敷
と

三
河
国
半
原
陣
屋
の
間
の
場
合
、
途
中
何
事
も
な
け
れ
ば
、
御
用
状
は
お
よ
そ
四
日
か
ら
五
日
間
で
着
い
て
い
ま

し
た
。

御
用
状
に
は
、
発
送
す
る
順
に
一
番
か
ら
番
号
が
、
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
中
に
は
「
番
外
」
と
い
う

表
題
の
も
の
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
一
応
書
き
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
緊
急
に
用
件
が
で
き
、
こ
の
御
用
状

に
追
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
「
何
番
の
内
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
望
月

宛
で
は
な
い
、
も
う
一
人
の
水
原
一
人
宛
の
御
用
状
は
番
号
が
書
か
れ
な
い
無
番
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
な
お
、

江
戸
屋
敷
か
ら
陣
屋
に
送
ら
れ
る
御
用
状
に
も
番
号
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

◉
―――
御
用
状
留
帳
の
記
載
様
式

一
通
の
御
用
状
は
、
お
お
よ
そ
決
ま
っ
た
記
載
順
番
、
様
式
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
三
番
御
用
状
を

事
例
と
し
て
説
明
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
第
三

①
　
　
当
月
十
四
日
出
二
番
の
御
用
状
、
同
十
九
日
来
着
し
、
拝
見
い
た
し
候
。
ま
ず
も
っ
て
御
屋
敷
御
別

条
な
く
、
貴
様
い
よ
い
よ
御
堅
固
御
勤
役
な
さ
れ
、
珍
重
に
存
じ
奉
り
候
。
当
御
領
中
・
御
陣
屋
向
相

替
る
儀
御
座
な
く
候
。


